
 
 

通帳預かりサービスの実施について 

 
 郵便事業会社信越支社総務部は、本日（8 月 17 日）「通帳預かりサービスの実施に」

について地方本部に説明してきました。 
標記は、「会社統合に係る分社化の弊害の除去について」（交渉情報 NO.16）での発

出内容と同様であり、実施される集配センターは竹沢集配センター（小千谷支店）及

び中土集配センター（大町支店）です。 
 
支社資料は集配センター社員（郵便外務員）が通帳預かりを実施するに当たり、１．

通帳預かりサービスのスキーム、２．通帳預かりサービスの実施地域、３．実施体制、

４．今後のスケジュールで構成されており、予定では８月２０日以降、順次研修が行

なわれます。 
 
地本では、現場での意思疎通が最も重要であるとの観点から、支社に対し「支店窓

口扱い」を求め、必要によっては、当該集配センターの分会役員や班長等の同席も可

能とさせました。 
よって、実のある意見交換を要請するとともに、問題が生じている場合は、地本へ

連絡願います。 
 
 

 
【労使対応】  当該支店における支店窓口 
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